
介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

要支援認定

一般高齢者等

総合事業の概要
○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業）

のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サービス事業対

象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

従 来 の 要 支 援 者
基本チェックリスト※で判断

※２次予防事業対象者
把握のための基本チェッ
クリストの配布は行わない

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給付

総合事業

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
9



サービスの類型

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の

専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービ

ス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、
サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏まえ、以下
のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動として
行う生活援助等

保健師等による居宅での
相談指導等

移送前後の生活支援

対象者と
サービス提
供の考え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービスが
必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障があ
る症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的
サービスが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様
なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた支
援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要なケー
ス

※3～6ケ月の短期間で行
う 訪問型サービスＢ

に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村） 10



基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場

生活機能を改善するための運
動器の機能向上や栄養改善等
のプログラム

対象者と
サービス提

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が
必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様な
・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の
専門職により短期集中で行うサービスを想定。

サービス提
供の考え方

○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改
善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。

サービス」の利用を促進
※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

③その他の生活支援サービス

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型
サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等）
からなる。
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地域包括ケアシステムの構築
【重点化・効率化】

② 特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介

護３以上に限定護３以上に限定（既入所者は除く）（平成２７年４月実施）

※ 要介護１・２でも一定の場合には入所可能（特例入所）
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〔見直し案〕

○ 原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者
を支える施設としての機能に重点化【既入所者は除く】

○ 他方で、軽度（要介護１・２）の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著し
く困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める
【 参考：要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合（詳細については今後検討） 】

 知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

特別養護老人ホームの重点化

12.5 14.9 19.0 28.7 22.9 平成１２年

要介護度別の特養入所者の割合

（３．３５）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ （平均要介護度）

≪ 施設数： ７，８３１施設 サービス受給者数：５１．１万人 （平成２５年８月） ≫

2.7 

3.1 

12.5 

9.0 

8.7 

14.9 

26.1 

20.3 

19.0 

36.7 

32.0 

28.7 

25.6 

35.8 

22.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２３年

平成１２年 （３．３５）

（３．８９）

【参考】
平成23年度における
特養の新規入所者

※全体の約14万人の
うち要介護１・２は約
１．６万人

要介護１～２ 要介護３ 要介護４～５ 計

全体 １３.２
（３１.２％）

１１.０
（２６.２％）

１７．９
（４２.４％）

４２．１
（１００％）

うち在宅の方 ７.７
（１８.２％）

５.４
（１２.９％）

６．７
（１６.０％）

１９．９
（４７.２％）

（単位：万人）特養の入所申込者の状況

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 （ 平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）
13



費用負担の公平化
【低所得者の保険料軽減を拡充】

低所得者の保険料の軽減割合を拡大（平成２７年４月実施）

• 給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得• 給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得

者の保険料の軽減割合を拡大

※保険料見通し：現在５，０００円程度→２０２５年度８，２００円程度

※軽減例：年金収入８０万円以下 ５割軽減 → ７割軽減に拡大

※軽減対象：市町村民税非課税世帯（６５歳以上の３割）

14



（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

1.5 （65歳以上全体の約７割）

〔見直し案〕
 給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、
低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
（公費負担割合 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

 平成27年度（第６期介護保険事業計画）から実施。

第1号保険料の低所得者軽減強化の検討イメージ

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる

市町村民税 本人が課税

第１・第２段階 0.5 → 0.3

特例第３段階 0.75 → 0.5

第３段階 0.75 → 0.7

27年度～現行

（65歳以上全体の約３割）

0.5

0.75
1.0

1.25

第5段階 第6段階

月4,972円
（第５期の全国平均額）

第4段階0.3

0.7

収入第1段階
生活保護被保護
者、世帯全員が
市町村民税非課
税の老齢福祉年
金受給者等

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等

第3段階
世帯全員が市
町村民税非課
税かつ本人年
金収入１２０万
円超等

第4段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課
税者がいる）

第5段階
市町村民税課税か
つ基準所得金額190
万円未満

第6段階
市町村民税課税か
つ基準所得金額190
万円以上

第1段階 第2段階
特例
第3段階

第3段階 特例
第4段階

負担能力に応じた保険料減免を行い、減免分を公費により補填。

特例第３段階

（保険者判断で
設定可能）

世帯全員が非課
税かつ本人年金
収入等80万円超
120万円以下

特例第4段階
（保険者判断で
設定可能）

本人が非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下 15



保険料の標準６段階から標準９段階への見直し

○所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、また、多くの自治体で特例第３・特例第４段階の設置や、
本人課税所得層の多段階化をしている現状を踏まえ、標準の段階設定を、現行の6段階から9段階に見直す。
○なお、現在と同様、引き続き保険者の判断による弾力化を可能とする。
○ 世帯非課税（第１～第３段階）については、新たに公費による軽減の仕組みを導入し、更なる負担軽減を図る。

第4段階
1

特例
第4段階

1
第3段
階

0.75

特例
第3段
階

第2
段階

第1
段

第5段階
1.25

第6段階
1.5

【現行】
標準６段階

世帯非課税 約３３％ 本人課税 約３７％
世帯課税・本人
非課税 約３０％

0.75階
0.75

段階
0.5階

0.5

新
第5段階

1

新
第4段階

0.9
新
第3段階

0.7
新
第2段階

0.5
新第1段階

0.3

新
第6段階

1.2

新
第7段階

1.3

新
第8段階

1.5

新
第9段階

1.7

別枠公費によ
る軽減強化
（世帯非課税）

第１・第２
の統合

特例第３
特例第４
の標準化

第５の
分割

第６段階の一段上の多段階化を標準化

・乗率１．７は、現在の全保険者
の最上位段階の乗率の中央値
・新第４段階の乗率０．９は、現
在の全保険者の特例第４段階
の部分の乗率（特例未実施を
含む）の中央値

【見直しのイ
メージ】
標準９段階
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費用負担の公平化
【重点化・効率化】

① 一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げ
（平成２７年８月実施）

・２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位２０％と

した場合、合計所得金額１６０万円（年金収入で単身２８０万円以

上、夫婦３５９万円以上）ただし、月額上限があるため、見直し対

象の全員の負担が２倍になるわけではない。

・医療保険の現役並み所得相当の人は月額上限を３７，２００円から

４４，４００円に引き上げ
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○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負担について、相
対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、見直し対象者の負担が必ず2
倍になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険者の上位２０％に該
当する合計所得金額１６０万円以上の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）を基本として政令で定める。

○ 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を設定したとしても、実
際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。

負担割合の引き上げ

合計所得金額
160 190

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合）

一定以上所得者の利用者負担の見直し

※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み所
得に相当する者のみ引上げ

負担上限の引き上げ

年金収入

介護保険料
が第６段階
３１０万円

住民税
非課税
１５５万円

200100 300 400

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

（案）被保険者
の上位２０％
２８０万円

医療保険の
現役並み所得
３８３万円

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下等 15,000円（個人）

現役並み
所得相当

44,400
円

一般 37,200円

〈見直し案〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％
（多数該当：44,400

円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下等 15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額

〈現行〉

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円
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費用負担の公平化
【重点化・効率化】

② 低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補
足給付」の要件に資産などを追加

・預貯金等が単身１，０００万円超、夫婦２，０００万円超の場合は

対象外（平成２７年８月実施）

・世帯分離した場合でも配偶者が課税されている場合は対象外

（平成２７年８月実施）

・給付額の決定にあたり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収入

として勘案（平成２８年８月実施）
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